
豊島支部 独自研修会 

 

社労士のための最新法律実務 
「人事に関わる税務と国際課税制度の実務」 

講師 税理士 増子 豊彦 氏 

 

平成 27年 7月吉日 

東京都社会保険労務士会豊島支部長 岩間 靖幸 

豊島支部研修委員会委員長 吉田 秀子 

 

平成 27年度第 1回「豊島支部独自研修会」のご案内 

「住民税は必ず特別徴収しなくてはいけないのか?」 

「お昼のお弁当・夜食・住宅補助・社員表彰の旅行券等福利厚生の税務上の取り扱いは?」 

「役員賞与が給与扱いになる場合とは?」 

「外国人を雇ったときの税務上の注意点とは?」 

「海外出向者の日本での税務の取り扱いは?」 

給与計算に携わられている方も、されていない方も、人事労務のコンサルタントとして是非押さえておきたい、所

得税・住民税・国際課税に関する実務の疑問点をベテランの増子 豊彦税理士をお招きして、わかりやすく解説して

いただきます。また豊島支部独自研修会では、皆様から事前に質問事項をいただき、講義の中で回答をお聞きするこ

とができます。多くの事前質問もお待ちしております。（ただし、全てにご回答いただけない場合もございます。ご了

承ください）是非、皆様御参加下さい。 

 (豊島支部研修委員 秋山佑子 伊藤綾子 今村淳子 戒悟 佐藤富雄 下田健二 下村佳子 高伊茂 藤間政雄) 

 

記 

１．日時 平成 27年 8月 5日(水) 午後 13：30～16：30（3時間）（13時 10分受付開始 ） 

２．会場  東京信用金庫本店  
(豊島区東池袋 1丁目 12番 5号 ＪＲ線 池袋駅（35番出口：徒歩 3分）) 

３．講義内容 「人事に関わる税務と国際課税制度の実務」 

・所得税と法人税の関係    ・所得税の基本計算パターン   

・所得税周辺の課税制度    ・国際課税制度の基礎 

・役員報酬と源泉徴収     ・従業員給与と源泉徴収 

・退職給与と源泉徴収     ・非居住者と源泉徴収 

・福利厚生費と給与      ・福利厚生費と交際費 

・福利厚生費と経済的利益 

４．講師 税理士 増子
ま す こ

 豊彦
とよひこ

 氏 

平成 8年  税理士登録。増子信介事務所入所。 

平成 16年 税理士法人増子税務会計事務所に改称。 

平成 26年 増子豊彦税理士事務所開設。 

≪仕事内容≫ 国際税務、システム開発、事業継承、不動産関連実務、経営コンサルタント、著述業 

≪役職・その他≫ 平成 16年 東京税理士会 日本税務会計学会委員、平成 18年 日本税理士会連合会 公開研

究討論会 研究員、平成 22年 東京税理士会豊島支部 租税教育委員長、平成 25年 東京税理士会豊島支部 総

務部長、平成 25年 駒澤大学経済学部非常勤講師  

５．定員 100名 (先着順・定員になり次第締切 定員超過時のみ後日電話等にて個別にご連絡します。) 

６．受講料 豊島支部 1,500円 豊島支部以外 2,000円 (資料代 当日受付にてお支払いください) 

研修会に参加お申込みをいただき当日欠席された方には後日受講料と郵送代を請求させていただきます。 

７．申込締切 平成 27年 7月 27日（月)  資料部数確定のため、申し込み期限厳守にご協力ください。 

８．懇親会 研修会終了後、懇親会を行います。個別相談、名刺交換、懇親希望の方はお申込み下さい。 

会場 未定（研修会会場近隣を予定）  17:.00より 会費 4,500円 

懇親会に参加お申込みをいただき当日欠席された方には後日費用を請求させていただきます。 

 



 

平成 27年度第 1回「豊島支部独自研修会」 

社労士のための最新法律実務 

「人事に関わる税務と国際課税制度の実務」 

研修申込書 

申込先 FAX 03-3983-8804(オオイ社会保険労務士事務所)    

 

平成 27年 8月 5日開催の平成 27年度第１回豊島支部独自研修会に出席します。 

 

懇親会に  出席 ・ 不参加  します。（←〇をつけてください） 

〇をつけて、他支部の場合支部名を記入ください 

支部名  豊島 ・ その他 (     )支部 

電話番号     (      ) 

FAX       (      )  

〇をつけてください 

 

開業 ・ 法人社員 ・ 勤務 

フリガナ                   

氏名： 

住所： 

 

当日研修会中に、質疑応答コーナーがあります。質問事項がある方は事前にこちらにご記入ください。 

受け付けた質問の中から抜粋して講師の方にお答えいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 


